
第４０号議案  

 

 

中野区立小学校及び中学校教育職員の義務教育等教員特別手当

に関する規則  

 

 

上記の議案を提出します。  

 

 

 

平成２９年（２０１７年）１２月１５日  

 

 

 

提出者  中野区教育委員会教育長  田  辺  裕  子   

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

中野区立小学校及び中学校教育職員の義務教育等教員特別手当につ

いて規則を定める必要がある。  

 



中野区立小学校及び中学校教育職員の義務教育等教員特別手当

に関する規則  

 

 （趣旨）  

第１条  この規則は、中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関

す る 条 例 （ 平 成 ２ ９ 年 中 野 区 条 例 第 ３ ８ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い

う。）第２４条の規定に基づき、義務教育等教員特別手当の支給に

ついて必要な事項を定めるものとする。  

 （義務教育等教員特別手当の月額）  

第２条  義務教育等教員特別手当の月額は、２，０２４円とする。  

 （支給方法）  

第３条  義務教育等教員特別手当は、給料の支給方法に準じて支給す

る。  

 （委任）  

第４条  この規則の施行について必要な事項は、中野区教育委員会教

育長が定める。  

   附  則  

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。  

 


